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第４回茨木市特定教育・保育施設利用者負担額等審議会 

 

 

１ 日 時 

  平成 29年 11月 21日（火） 午後６時 30分から 

２ 場 所 

  市役所南館８階 中会議室 

３ 出席者 

 会  長 福 田 公 教 

副 会 長 井 元 真 澄 

委  員 今 井 美 紀 

  委  員 樫 本 佳 子 

  委  員 大 黒 好 栄 

  委  員 原 田 茂 樹 

  委  員 梶     武 

  委  員 三 角 智 昭 

４ 欠席者 

  委  員 城 谷   星 

５ 事務局職員 

  こども育成部長 佐 藤 房 子 

  こども育成部理事 岡   和 人 

  こども育成部次長兼保育幼稚園総務課長 西 川 恵 三 

学童保育課長 幸 地 志 保 

  保育幼稚園事業課長 村 上 友 章 

  学童保育課課長代理兼学童保育係長 九 鬼 里 恵 

  保育幼稚園事業課課長代理兼給付係長 大 石 裕 之 

保育幼稚園総務課課長代理 中 路 洋 平 

学童保育課保育指導主事 杉 本 政 久 

学童保育課管理係長 三 好 正 祐 

  保育幼稚園事業課認定係長 西 田 匡 志 

  保育幼稚園総務課管理係長 北 川 賢 一 

保育幼稚園総務課管理係 西 川 康 一 
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６ 案件 

 (1) 学童保育室利用料（案）について 

 (2) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額の適正化

（案）について 

 (3) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額以外の費用

について 

 (4) その他 

 

７ 発言要旨 

 

（西川次長） 皆さん、こんばんは。 

      ただいまから、第４回茨木市特定教育・保育施設利用者負担額等

審議会を開会させていただきます。 

      なお、本審議会は第１回審議会において、原則公開と決定してい

ただいておりますので、傍聴者の方には、入室していただいており

ます。 

      本日の案件に入らせていただく前に、委員の出席状況についてご

報告申し上げます。 

      本日は、委員総数９名中８名の委員の皆様にご出席いただいてお

りますので、当審議会規則第６条第２項の規定により、会議は成立

しております。 

      それでは、福田会長、審議会の進行をお願いいたします。 

（福田会長） こんばんは。どうも遅い時間によろしくお願いします。 

      それでは、会議の次第に沿いまして議事を進めさせていただきま

す。 

      本日は、会議次第にお示ししておりますとおり、引き続き「特定

教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額の適正化

（案）及び学童保育室利用料（案）」について審議を行った後、「特

定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る上乗せ徴収・実費

徴収等」について意見聴取を行います。 

      まずは、次第の２「審議等（学童保育室利用料（案）について）」

ですが、学童保育室利用料（案）については、過去３回の審議会で

一定の方向性が見えてきたかと思います。 

      本日、まずは前回の審議会で各委員からいただきましたご意見、

課題について事務局から説明をいただきたいと思いますので、事務

局、どうぞよろしくお願いいたします。 
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（三好係長） 学童保育課、三好です。座ってご説明いたします。 

      前回の審議の中で、樫本委員から指導員向けの研修内容等に関す

る資料について、また、前回お示しした利用料やおやつ代等、利用

者が実際に負担する月額の府内各市町村の一覧表にかかわって、原

田委員、今井委員からご質問等をいただきまして、お答えできてい

ない部分もございましたので、この２点につきましてご説明いたし

ます。 

      資料２、学童保育事業参考資料の１ページをお開きください。 

      こちらは大阪市を除く大阪府内市町村の平成 28年度の指導員対象

の研修回数等の一覧でございます。左から市町村名、研修にかかる

講師謝礼の予算額、研修予定回数、実績回数となっており、実績回

数の多い順に並べております。本市につきましては、昨年度 25回実

施しており、熊取町の 30 回に次いで府内 42 市町村中、２番目に多

い回数となります。なお、本市の予算額 48万円となっておりますが、

決算額といたしましては 20万 5,000円でございます。他市町村の決

算額につきましては、把握しておりません。 

      続きまして、２ページをお開きください。 

      本市の昨年度実施した研修の詳細でございます。１番は、新規採

用者のみ対象の研修、２番から 11番につきましては、任期付指導員、

加配指導員等対象の遊びや読み聞かせ、アレルギーや発達障害等の

研修でございます。12番から 19番につきましては、同様に任期付指

導員・加配指導員全員に対してでございますが、30 の学童保育室を

４グループに分けて、各グループ２回ずつ、グループワークも含め

た発達障害に関する研修を実施いたしました。同じく 20 番から 23

番につきましては、４グループに分けて、実技も含めた救命救急研

修を実施いたしました。ほかに、24 番につきまして消火訓練等、25

番は不審者対応等の研修で、以上 25回となっております。 

      25回の研修のほかにも、警察の方に学童保育室に来ていただいて、

子どもたちも一緒に不審者対応の訓練を受けるものを昨年度は６つ

の学童保育室で実施したりであるとか、他の学童保育室に勤務する

指導員同士を交換して、他の学童のやり方等を参考にするための交

換実習、また児童発達支援センターあけぼの学園での実習等を行う

など、指導員の資質向上に努めております。 

      なお、指導員は、長期休業中以外の平日につきましては、午後か

らの勤務であるため、これら研修につきましては、勤務時間外であ

る平日の午前中に実施しております。 
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      続きまして、３ページをお開きください。 

      前回、保護者の負担する費用として利用料とおやつ代という形で

お示しいたしましたが、保護者会の費用等についてもご質問等がご

ざいましたことから改めてご説明いたします。 

      まず、①基本利用料、②延長利用料、延長利用料のない自治体も

ございますが、こちらにつきましては、どこの自治体も市町村、委

託している場合は、その事業者になりますが、市町村で徴収し、運

営事業費に充てております。③のおやつ代につきましては、市町村

でおやつを用意し、費用を徴収している自治体もございますし、保

護者会がおやつを用意し、費用を徴収している自治体、保護者会が

おやつ代を徴収し、市町村がおやつを用意している自治体、また本

市のように、各自で持参している自治体などさまざまでございます。 

      ここまでは、前回資料にも記載しておりましたが、審議の中で保

護者会の会費等についてのご発言がございましたので、追加してお

ります。④の光熱水費や教材費等については、利用料と別に徴収し、

運営事業費に充てている自治体もございます。本市については、い

ただいている①②の利用料に、これらの費用が含まれているため、

別途徴収ということはしておりません。⑤の保護者会費というのが、

各自治体さまざまでございまして、保護者会への加入を入室要件と

しているところもあり、集めた保護者会費でおやつや教材の購入を

して、学童保育室での活動中に使用している自治体、つまり運営事

業費に充てている自治体もございます。本市においては、保護者会

については、設置も加入も任意としており、保護者会のない学童保

育室もございますし、保護者会がある学童保育室であっても保護者

会に加入をしていないと学童保育室に入室できないということはご

ざいません。また、保護者会の活動は、学童保育事業とは別であり、

学童保育室運営に必要な物品等は全て市で購入しております。 

      前回の最後にご質問のあったキャンプやクリスマス会などの行事

につきましては、学童保育室で実施している行事は、新入生歓迎会

と３年生を送る会だけであるというお話もございましたが、こちら

については、保護者の方が見に来られて実施しているのが、この２

つでございまして、このほかにも各学童保育室でお誕生会やハロウ

ィンパーティー、クリスマス会、模擬店ごっこをして夏祭りをする

など、指導員の創意工夫による種々の行事を実施しております。 

      保護者会で実施されている行事につきましては、学童保育時間中

ではない時間に、保護者会が公民館やコミュニティセンターなどを
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借りて実施されています。土曜日の日中、学童保育室が開室してい

る時間に実施される場合もございますが、その際、当日学童保育室

を利用している児童につきましては、保護者の皆様の責任で学童保

育室から実施場所へ移動してもらっています。その時間は、学童保

育事業ではないため、スポーツ安全保険の対象にはなりません。保

護者会の行事につきましては、任意であるため、団体ごとで活動の

差が出るところはいたし方なく、市としても指導助言等はできませ

んが、保護者の方が安心して児童を預けられるよう、また児童が楽

しんで生活できるように、学童保育室における活動の充実に努めて

まいりたいと考えております。 

      また、総事業費にはどういったものが含まれるのかについて前回

ご意見がありましたので、本市における事業費の内訳をお示しして

おります。その中で１点、前回教材費が児童１人当たり 2,500 円と

いう説明をいたしました。これにつきまして補足でございます。こ

れにつきましては、上から３つ目、消耗品費の中になるんですけれ

ども、まず、各教室には児童１人当たり 1,300 円で教室予算という

のを設定しており、その総額の中で、おもちゃや書籍、教材等を購

入しております。それ以外にもペンやはさみ、色えんぴつや紙など、

子どもたちの活動の中で使うものも消耗品費で購入しております。

これが過去に計算したときに 2,500 円程度であったことから、前回

そう申し上げました。消耗品費の平成28年度の決算額を児童数2,078

人で割りますと、１人当たり 8,170 円程度となりますが、この中に

はプリンターや電話機、扇風機、ホワイトボードなど、子どもの使

用する教材費以外の備品や、ばんそうこう、シップ等の医薬品、テ

ィッシュペーパー、トイレットペーパー等の消耗品も含まれるため、

再度計算いたしましたところ、平成 28年度の教材費につきましては、

児童１人当たりおよそ 2,900円でございました。 

      以上で説明を終わります。 

（福田会長） 事務局、どうもありがとうございました。 

      それでは、ここから質疑応答に移りたいと思いますが、まず初め

に、私のほうから１点確認をお願いしたいと思います。 

      これまでの審議会の中で、第２回ですかね、改定後の利用料の施

行時期については、審議の過程を踏まえて決定していくということ

で伺っておりますが、その後、いかがなっておりますでしょうか。 

      事務局、お願いいたします。 

（三好係長） 第２回審議会において説明いたしましたとおり、子ども・子育
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て支援新制度がスタートして、まず分割整備を実施し、その後、利

用料を検討するとしており、一定整備が完了したことから、この審

議会において利用料について審議をいただいておりまして、審議会

からの答申の内容を踏まえまして、平成 30年３月議会に条例改正に

ついて提出いたしたいと考えております。 

      学童保育室利用料の改定時期でございますが、学童保育室利用料

は、前年度の市町村民税額で４月から８月分の利用料を決定し、６

月に示されます当該年度の市町村民税額で、９月以降の利用を決定

する仕組みをとっておりますことから、周知期間も含めまして、平

成 30年９月から新利用料を適用することを事務局としては考えてお

ります。 

      なお、平成 30年度の募集におきまして、９月以降に利用料が改定

される可能性がある旨、周知しております。 

      以上です。 

（福田会長） 事務局、ありがとうございました。今後の改定の時期等につい

てわかったと思います。 

      それでは、その点も踏まえまして、ほか、各委員いかがでしょう

か。これまでの説明につきまして、何か質問等ございますでしょう

か。どうぞよろしくお願いいたします。 

      よろしいでしょうか。それじゃあ、原田委員、どうぞ。 

（原田委員） 原田です。先ほど茨木市は保護者会は任意という形はわかりま

した。それで教室によって、設置されている、されていないという

のがあるということですが、今、30 教室ですかね、どれぐらいの割

合で保護者会が設置されていてとかいうのはあるかということでお

願いします。 

（福田会長） 事務局、お願いします。 

（幸地課長） 任意の団体でありますことから、そちらの把握についてはいた

しておりません。 

（福田会長） ありがとうございました。どれくらいか事務局としてはわから

ないということですね。 

      原田委員、どうぞ。 

（原田委員） 特に保護者の方からそれに関して何らかの事務局のほうにご意

見とかいうのはあることはあるのでしょうか、どんな感じですか。

全く学童保育教室の運営上、何も支障がないという形できているの

か、何かそんなお声があるのかなというのは、どんな感じなんでし

ょうか。 
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（福田会長） 事務局、お願いします。 

（幸地課長） 学童保育室運営につきましては、先ほどご説明をさせていただ

きましたとおり、特に保護者の会の有無にかかわらず運営について

は支障はないと考えております。ただ、保護者の会がおありのとこ

ろにつきましては、独自に要望書ということでご意見をいただいた

りすることもあるんですけれども、全ての学童保育室の保護者の会

でそのようなことをされているわけではございませんので、保護者

の方にお問い合わせしたりとかということはしておりません。 

（福田会長） ありがとうございました。 

      ほか、いかがでしょうか。樫本委員。 

（樫本委員） 前回の指導員の研修について、丁寧に 25回あらわしていただい

てありがとうございました。これを拝見したら、指導員さんの資質

向上ということで、いろんな多方面から、こういうふうな感じで持

ってきてられるんだなということはわかりましたけれども、基本的

に学童保育としては、やはり指導員さんに対して、特に一番注意し

ている点とか、指導員の向上とか、それからやっぱり保護者の方の

ご意見も結構あると思うんですね。そういう意味で、特に気をつけ

られているとか、こういうことを基本の指導員さんに対してのベー

スに置いていますよということがありましたら、まとめてお伝えい

ただければと思います。 

（福田会長） 事務局、お願いします。 

（幸地課長） 特に注意している点ということでございますが、何においても

まずは安全だと考えております。けがであるとか、出欠確認という

ところもきちんとしないといけないと思っておりまして、学童に行

っていると思ったけど行ってなかったというようなことがないよう

にというところは指導員の連携を図ってというところで、今、クラ

ス数、支援の単位数もふえておりますので、そこに注意をしてほし

いということは伝えております。その上で、子どもたちが楽しめる

取り組みであるとか、仕掛けづくりというふうには考えております

ので、けがの対応などにつきましては、救命救急の研修とか、あっ

てはならないんですけれども、火事が起きたときの対応、それから

避難訓練ということにつきましても、火災であるとか、地震である

とか、不審者対応というのは、警察の方にもしていただいておりま

すけれども、その辺につきましても、年間の行事というか、取り組

みの中に入れて実施しております。 

（福田会長） ありがとうございます。 
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      ほか、いかがですか。どうぞ、樫本委員。 

（樫本委員） 意見も重ねてですけれども、利用料が上がったけれども、やは

り学童保育の資質がどうなのかということは、やっぱり値段が上が

ったら、ますます保護者の方も厳しくなってくると思いますし、そ

の点ではやはり指導員さんの資質向上というのは欠かせないと思い

ますので、今後もやはり続けていっていただけたらと思っておりま

す。 

（福田会長） ありがとうございます。 

      ほか、いかがですか。今井委員、どうぞ。 

（今井委員） 先ほど任意いただいた育成会ですね、保護者会が任意の団体で

あるというお話もありまして、私が存じ上げている範囲では、学童

保育室の８割ぐらい大体育成会自体は存在していると思います。正

直申し上げて、任意の団体なので入らなくても通常の保育としてき

ちんと受けられるという権利は当然あると思いますけれども、そう

いったときに、やっぱり何々君が入っているからとか、何々君は入

っていないからというところがやはりどんどん出てくるようなこと

ではやっぱりよくないというのはわかっているんですが、やはり市

としてなかなか難しいところは、あくまでも育成会は任意の団体で、

保護者が集まっているところなので、市として余り関与は、実際問

題できないですと。 

      だけども、現実問題、やっぱりそういった育成会にやっぱり入ら

ないとねというところで、本当は例えば入りたくないけれども、入

らざるを得ないというふうに思っておられる保護者の方もいらっし

ゃるというのも事実でしょうし、あと、せっかく育成会に入ってい

るからには、もっともっと有効にお金を育成会費として集めるわけ

だからというところでいくと、非常に市として、こちらとしてみた

らかかわってもらいたい、質の向上のためにかかわってもらいたい、

でも育成会は任意の団体だからかかわれない。だからそういったと

ころで非常にグレーなゾーンが非常に多く存在すると思います。 

      そういった中で研修、任期付の指導員の方、加配の指導員の方を

含めて研修を充実させているというのは非常によろしいことだとは

思うんですけれども、やはりそうなってくると、あとは頼るのは指

導員の先生が頼みの綱なんですね、最後は。そうすると、言い方は

よくないですけれども、この先生はラッキー、この先生はアンラッ

キーみたいなふうになるのは、やはりよくないですけれども、だけ

ども、やはりどうしても子どもたちがやっぱり感じる、そして保護
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者が感じるというのはどうしてもやっぱり最終的にはそこにいって

しまうと思うので、例えば育成会に入っていなくても、育成会に入

っていても、それから育成会にお金があってもなくても、指導員の

先生方はいろいろ工夫されていろんなことをされていると思うんで

すけれども、でもそれもやはり指導員の方の力量であったり、やる

気であったり、やっぱりこれをやってくださいと市のほうからは多

分、そこまでの細かい指導はないかと思うので、そうすると、ここ

の学童保育室は少ない予算でもこれだけいろんなことを先生やって

くれたねと。だけど、ここの保育室は、こういうのしかないんだみ

たいなふうになるのは、例えば、いろんな地域で交流して、例えば

サッカーの試合であるとか、いろんなところで、いろんな人がつな

がっていたときに、そっちの学童保育、何かいいよね、うち、こん

なんしかないけどみたいなふうになるのは、やっぱりそこは保護者

としては寂しいところだなというふうに率直に感じるので、そうい

った意味で、全体的に底上げをするという意味でも質の向上という

意味でも、１つは例えば施設、備品とか、本の数が例えば児童の半

分しかないという保育室もあれば、児童数の例えば２倍も３倍もあ

りますよというようなところもあるかもしれないですし、今、そう

やっていい取り組みで、指導員の先生方を交換でいろいろされてい

るというのは非常にいい取り組みだと思うので、そういったのも続

けていただいて、もっともっと全体のそういった質を向上していた

だいたらいいかなというふうに思います。 

      以上です。 

（福田会長） つまり質の向上に引き続き努めていただきたいというご意見と

受けとめてよろしいでしょうかね。 

（今井委員） はい。 

（福田会長） ありがとうございます。 

      何か事務局ございますか。事務局、お願いします。 

（幸地課長） 先ほど説明させていただきました予算につきましては、児童１

人当たりというところですので、必ず同じになっています。人数の

多いところ、少ないところというところでは掛ける 1,300 円という

ところがありますので、1,300円は同じですけれども、そこが違って

くるかと思いますけれども、育成会、保護者の会のお金を指導員が

使って取り組みをするということは、どこの学童でもありません。

あと、学童の比較というところにつきましては、多分言いかえると

育成会の比較になるのかなと思います。学童保育室の、ここの学童
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保育室がよかった、よくなかったというよりかは、指導員のことは

別ですけれども、ここの育成会だったら熱心に取り組みをされてい

る、行事が多い、もしくは育成会があるけれども、そんなに行事が

ないというところの比較かなと思っておりまして、予算の範囲内で

指導員が本を買うのか、工作のものに使うのかというのは、その中

で決めていて、お金を使わない、でも楽しい取り組みができるよう

なやる気ということでおっしゃっていただきましたけれども、そう

いうことかなと思っています。きちんと褒めていただけるような、

ラッキーと思ってもらえるような指導員をふやすために研修を取り

入れているというところでございます。 

（福田会長） ありがとうございます。 

      今、今井委員からお話があったみたいに、育成会８割ぐらいには

あるんじゃないかというふうな見立てでしたけれども、大体事務局

としてもそんな感じかなという把握ぐらいでしょうか。 

５割は超えている。 

（幸地課長） ５割は、はい。 

（福田会長） なるほどわかりました。ありがとうございます。 

      ほか、いかがですか。よろしいですか。 

      済みません、今、保護者会、任意の団体なのでというところで、

なかなか事務局としては十分活動を把握していないというようなお

話だったんですけれども、実際の学童保育の運営の中身を考えてい

く場合に、指導員の方と保護者会の連携というものというのは、一

定必要になってくるのかなというふうに思いますけれども、そこら

については、事務局的には何か取り組んでおられることはあります

か。 

（幸地課長） まず、指導員と保護者会の連携ということでおっしゃっていた

だいた部分ですけれども、保護者の会があってもなくても、まず子

どもさんが集団下校をするときにつきましては、地域ごとで帰って

いただくということになっていますので、それは保護者の方同士で、

どちらの方面の方、初めてお会いする中でどこに住んでおられる方

というところがわからないですので、入室説明会を新年度の前に行

いますが、そのときに保護者の方に集まっていただいて、下校ルー

トであるとか、あと長期休業中の学童へ来る道、集合場所というと

ころは決めていただいています。その際には、指導員も関与して、

この地域の方、この人たちですねというようなところは関与という

か、かかわっているかなと思っています。 



 11 

      それから、学童保育事業につきましては、就労されている保護者

のお子さんを預かるという事業でございますので、保護者との懇談

会を一定の時期に、回数については決めておりませんけど、やって

いますが、そのときに、お仕事で忙しい皆さんに再度保護者の会で

別に集まっていただくお時間が大変だろうということもありまして、

保護者との懇談会、指導員と保護者との懇談会の後に、保護者の会

で集まっていただける時間についてはご用意させていただいており

ます。 

（福田会長） ありがとうございます。多分具体的な連携を考えた場合に、保

護者会が行う行事とか、学童保育が行う行事とか、それが重複しな

いようにとか、いつごろ、どんなことを行うのかとか、何かそこら

のやりとりみたいなのというのはきっとあるんだろうなと思うんで

すけれども、何かその辺について、どういった形で事務局として把

握しておられますか。 

（幸地課長） 例えば夏にふるさとまつり、茨木市の場合、地域によってはあ

ります。そこで子どもたちが出し物をする、けん玉、ダンスをやっ

たりとか、そういうことの取り組みを学童保育室の中で指導員がし

たときに、それを活用して、保護者の会の中で行かれるキャンプの

中で出し物として使われたりとかということはあるかなと思ってい

ます。あと、学童保育室でもクリスマス会をするけれども、保護者

の会でもやりますよというときについては、時期はどのぐらいがい

いのかなというところは学童はいつするの、学童保育室のクリスマ

ス会はいつなのというような連携はしているかと思います。 

（福田会長） ありがとうございます。 

      何でしょうかね、直接費用負担とはかかわらないんですけれども、

その質の向上を考えていくということを考えた場合に、多分、学童

保育の年間事業の計画が一方であって、もう一方で多分、保護者会

には保護者会の事業計画というものがあるんだろうと思うんですけ

れども、それがそれぞれ別々の組織なんだから、別々にやってます

よということであるよりも、そこが何らかの形で連携していくとい

うことが、あらかじめセットしてあるほうが、きっと質の高いとい

いますか、割と見えやすい保育になっていくのかなというような気

がしますので、今後、これまでの経過でいきますと、利用者負担額

が上がっていくということになりますけれども、そういった中で、

かなり多くのところで保護者会があるということですので、そこと

どう連携していくのかなというところを一定枠組みを考えていく、
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もしくはそこについての研修を行うということも考えていただいて

もいいのかなというふうに思います。 

      これ、済みません、研修費は予算よりも大分低く収まっておると

いうふうな報告が最初にあったと思うんですけれども、今年度も同

じような形で研修というのは行われているんですか。 

（幸地課長） 平成 29年度の予算額についても同額でございます。予算額より

実質決算額が低かったというところは、12から 19の高槻支援学校の

先生にご指導いただきました発達障害の子どもたちの対応というと

ころが無償ということで講師料が要らなかったということもござい

まして、そこが抑えられたかなと思っています。 

（福田会長） ありがとうございます。 

      委員の皆さん、いかがでしょうか。ほか、よろしいでしょうか。 

      それでは、ここまで前回の課題について、学童保育事業の参考資

料に基づいて事務局から説明をしていただきまして、議論が進んで

まいりました。特にご意見がないようでしたら、次の案件に進んで

いきたいというふうに思いますけれども、よろしいでしょうか。 

      ありがとうございます。 

      ここまでが一応質問等ということで、今、多分質問とあわせて議

論も行っていただけたかなと思いますけれども、済みません、そう

いった形で進めてもよろしいですかね。 

      ありがとうございます。 

      それでは、ここまでとさせていただきたいと思います。 

      次に、進めさせていただきます。次第の３ですね。「特定教育・保

育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額の適正化（案）につ

いて」の審議を行いたいと思いますが、その前に、第２回審議会で

使用した資料の訂正及び差しかえがあるとのことですので、事務局

から説明をお願いいたします。 

（中路課長代理） 保育幼稚園総務課の中路です。 

      それでは、お手元の資料、「第２回茨木市特定教育・保育施設利用

者負担額等審議会 資料３ 差替資料」をご覧願います。 

      まず 14ページ、１，２歳児クラスの茨木市（現行）Ｆ５階層の金

額については、７万400円との記載となっておりましたが、７万2,200

円の誤りでした。 

      次に、16 ページ、４，５歳児クラスの茨木市（現行）Ｆ２からＦ

５階層の金額については、それぞれ２万 7,200 円との記載となって

おりましたが、こちらは２万 7,800円の誤りでした。 
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      本資料は、平成 29年ベースの金額を記載したものでしたが、誤っ

て平成 28年度ベースの金額を記載しておりました。おわびし、訂正

いたします。 

（福田会長） ありがとうございました。委員の皆さん、よろしいでしょうか。 

      それでは、続きまして、前回の審議において議論のあった、３歳

児の利用者負担の増及び所得階層区分について対応（案）等がある

とのことですので、事務局から説明を受けたいと思います。 

      事務局、よろしくお願いいたします。 

（中路課長代理） 座らせて説明させていただきます。 

      まずは、前回、審議会でいただいたご意見の内容について、確認

をさせていただきます。本日お配りした「第２回茨木市特定教育・

保育施設利用者負担額等審議会 資料３ 差替資料」をご覧願いま

す。 

      14ページ、１，２歳児の表をご覧願います。 

      これまでにお示しさせていただいた適正化（案）を採用した場合、

Ｆ５階層において、現行７万 2,200 円の利用者負担額が７万 5,400

円となり、3,200円の増額となります。 

      次に、16ページ、４，５歳児の表をご覧願います。 

      同じく適正化（案）を採用した場合、Ｆ２からＦ５階層において

現行２万 7,800円の利用者負担額が３万 1,000円となり、3,200円の

増額となります。 

      次に、15ページ、３歳児の表をご覧願います。 

      同じく適正化（案）を採用した場合、Ｆ３からＦ５階層において、

現行３万 3,000円の利用者負担額が４万 1,500円となり、8,500円の

増額となります。 

      １，２歳児及び４，５歳児の増加額が 3,200 円であるのに対し、

３歳児の増加額が 8,500 円と増加額が 5,300 円も高くなるのは、こ

れまでの審議会でもご説明させていただいたとおり、３歳児配置改

善加算の適用が理由となっております。これについては、児童 20人

につき保育士１人という職員配置基準から、児童 15人につき保育士

１人という職員配置基準へと質の改善が図られているという理由が

あるのであれば、結果増額となることも一定理解できるのではない

かとのご意見をいただくとともに、いきなり 8,500 円増となること

は、急激な負担になることから、経過措置を設けたほうがよいので

はないかとのご意見をいただきました。 

      また、所得階層区分につきましては、国徴収基準額の階層区分と
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同階層の区分を本市では採用しておりますが、階層区分をより細分

化し、階層間の段差を小さくしている他市のような細分化ができな

いかとのご意見をいただきました。それぞれ事務局において検討を

行いましたので、その検討案等について、ご説明したいと思います。 

      まず１点目、３歳児の利用者負担額の経過措置について、ご説明

いたします。本日の資料３、「特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の利用者負担額の経過措置（案）」についてをご覧願います。 

      １ページをお開き願います。 

      現行、給付単価限度額は、120人定員保育所の基本分単価プラス所

長設置加算となっているわけですが、改正後は、この給付単価限度

額を②経過措置終了後のとおり、110人定員保育所の基本分単価プラ

ス所長設置加算プラス主任保育士専任加算プラス事務職員雇上費加

算プラス冷暖房費加算プラス３歳児配置改善加算とします。もとも

と一定期間、利用者への周知期間を設ける予定ではございますが、

周知期間を経た後、すぐにこの改正案を適用するのではなく、おお

むね１年程度①経過措置期間のとおりの給付単価限度額を適用した

いと考えております。経過措置の内容については、３歳児配置改善

加算以外の加算については、②経過措置終了後と同様に適用するこ

ととしますが、３歳児配置改善加算については、0.5を乗じた金額を

適用することといたします。 

      考え方についてですが、３歳児配置改善加算については、３歳児

クラスのみに適用される加算であり、加算の影響額が比較的大きい

わけですが、一方で利用者も職員配置基準の向上による一定の恩恵

を受けているという状況にございます。これらのことを総合的に判

断し、３歳児配置改善加算については、激変緩和のための経過措置

として１年程度、半額分のみ適用しようというものでございます。

この経過措置案を適用した場合の影響は、１ページの表のとおりと

なります。 

      表中段の①経過措置期間の利用者負担額の歳入額は、14 億 7,810

万 6,700 円となり、Ｂ、平成 28 年度国徴収基準額に対する割合は、

74％となります。また、②経過措置終了後の利用者負担額の歳入額

14 億 9,099 万 9,190 円と比較し、歳入額としては 1,289 万 2,490 円

の減額となります。 

      次に、２ページ、「経過措置適用後 茨木市保育所・認定こども園

（保育枠）利用者負担額について」をご覧願います。 

      ３歳児クラスにおいては、網かけ部分、Ｆ３からＦ５階層が今回
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の改正により影響を受ける部分となります。Ｆ３からＦ５、いずれ

の階層においても第１子については、②現行利用者負担額月額３万

3,000円が③改正案を適用した場合、月額４万1,500円となりますが、

本日説明いたしました④経過措置を適用した場合、月額３万 8,900

円となります。また、⑤経過措置の適用前後で、月額 2,600 円の減

額となります。 

      次に、３ページをご覧願います。 

      １号認定こどもにかかる利用者負担額についても、２・３号認定

と同様の考え方をしております。 

      しかし、４ページの「経過措置適用後 茨木市幼稚園・認定こど

も園（幼稚園枠）利用者負担額について」をご覧願います。 

      １号認定については、このような経過措置を設けたとしても、特

に金額に影響のある階層はございません。この理由といたしまして

は、第１回審議会資料６の５ページをご覧願います。 

      第１回審議会資料６の５ページになりますが、本市の利用者負担

額は、①の利用者負担の上限額基準、または②の給付単価の限度額

のいずれか低い額として得られた③国徴収基準額に 75％を乗じて得

た金額と定めているわけですが、１号認定の３歳児については、改

正前、現行の給付単価限度額の設定であっても、いずれの施設にお

いても①の利用者負担の上限額基準のほうが低くなっているため、

今回の改正案のように、給付単価限度額が増額となったとしても、

利用者負担額に影響はないものとなっております。 

      したがいまして、資料３の３ページは考え方を示させていただい

た資料となります。 

      次に、所得階層区分の細分化について、ご説明させていただきま

す。 

      前回審議会で少しご説明させていただきましたが、階層区分を含

む保育料については、平成 21年度に茨木市保育所保育料懇談会を開

催させていただき、それまで規則で定めていた保育所保育料を一律

国徴収基準額の 75％として条例において定めることについて、妥当

であるとの答申をいただき、階層区分も国基準に合わせる形で定め

ました。 

      そして、子ども・子育て支援新制度後におきましても、条例にお

いて国徴収基準額の 75％と定めた上、採用する給付単価限度額の内

容を規則において定めております。国の所得階層区分における区分

間の段差につきましては、課題と認識しており、検討の必要はある



 16 

ものと考えておりますが、現状の条例、規則による考え方では、仮

に細分化した場合、階層区分によっては、国徴収基準額の 75％と乖

離が生じる部分が出るなど整理すべき課題もあることから、所得階

層区分の細分化につきましては、どのような方法によるものがいい

かも含め、引き続き検討してまいりたいと考えております。 

      以上で、説明を終わります。 

（福田会長） ありがとうございました。 

      それでは、質疑応答に移りたいと思いますが、学童保育室利用料

と同様に、改定の施行時期について確認させてください。学童保育

室利用料については、平成 30年９月からの改定を予定しているとの

回答をいただきましたが、特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業のほうはいかがでしょうか。事務局、よろしくお願いいたしま

す。 

（西川次長）特定教育・保育施設等の利用者負担額の適正化（案）に伴う改定

時期につきましては、担当課といたしまして、学童保育室利用料と

同時期の、平成 30年９月から改定してまいりたいと考えております。 

  しかし、現在、報道等でも出ておりますけれども、国において 2020

年度、平成で申し上げると 32年度までに幼児教育・保育の無償化に

向けた議論がされておりますので、改定時期等については、その動

向等にも十分注視する必要があると考えており、引き続き検討して

まいりたいというふうに考えているところです。 

      以上です。 

（福田会長） ありがとうございました。 

      それでは、今いただいたことも含めて、各委員いかがでしょうか。

これまでの説明につきまして、何か質問等ございませんでしょうか。 

      特にないようでしたら、具体的な審議に移りたいと思いますけれ

ども、事務局から説明のあった内容につきまして、ご審議いただき

たいというふうに思います。大きくは、激変緩和措置といったらい

いでしょうか、１年程度の経過措置を見たいということが一番大き

いかなと思います。それから、階層区分を見直したいんだけれども、

いろいろ考えてみると、足かせもあってなかなか難しいなと、今後

の課題としたいというのが事務局の回答かと思いますけれども、委

員の皆様いかがでしょうか。 

      今井委員、どうぞ。 

（今井委員） 今、お話がありましたように、来年の９月から学童保育の利用

料と同じようにというようなお話があったんですけれども、学童保
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育と違って、学童保育の場合は、放課後なので、まだ朝は学校に行

かすことができるんですけれども、保育園の場合、保育所の場合は、

そこに行かないと勤務できないというのがあるもので、そうすると、

来年度の９月からとなると、その価格が変わりますよという、金額

が変わりますよということがわからないうちに、今のうちというか、

もうすぐ申請の時期になりますけれども、それを申請をして、多分

これぐらいなんだろうなということを思いながら申請をして、めで

たく入園できました、入所できましたとなったときに、うわっとい

う感じで９月になってから上がるんだというような形になると思う

ので、それで時期的にもう少しそれをずらすというのは、ちょっと

できないものなのかなと。今やはり待機児童の問題とかいろいろあ

るとは思うんですけれども、その辺はやはり保育園、預けるところ

がなかったら、決まらなかったら、やっぱり勤務もきちんとできな

いというような状態でもあるとは思うので、そういったことを考え

るともう少し、もうちょっと緩やかに。もしどうしても来年の９月

からということですと、もう少し緩やかな値上げの方法とか、そう

いうのは段階的にというのは、ちょっと難しいのかな、どうかなと

いうところをいただければなと思います。 

（福田会長） ありがとうございます。１点はその周知期間の問題ですよね。

それから、もう少し後ろに倒せないのかということかと思いますけ

れども、事務局いかがでしょうか。 

（西川次長） 周知時期をもう少し後ろに倒せないかというところですけれど

も、担当課としての現在の考えについて説明させていただきました。

ですので、今後、審議会からいただく答申を受けまして、それと、

後ほどに説明をさせていただく予定のパブリックコメントの内容も

踏まえて検討をさせていただきたいと考えており、現在のところ３

月の市議会において報告、説明させていただきたいと考えておりま

すが、この流れで進めさせていただくと、先ほど説明させていただ

いたスケジュールの流れのようになります。しかし、ただいま委員

かあらもいただきましたが、既に、来年度の利用申し込み、一斉入

所は始まっておりますので、来年度途中の９月からということにな

れば、事前にご説明をさせていただくことが必要ということになり

ますので、来年の４月から半年間、そのことを周知させていただい

て、９月１日から改定させていただきたいというふうに考えておる

ところです。 

しかし、先ほども申し上げたとおり、国が幼児教育の無償化を 2020
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年度までに実施するという報道等も出ております。消費税の増収を

財源に 2020 年度まで実施ということは、来年の平成 30（2019）年

４月、もしくは、平成 31（2019）年４月から実施する状況も可能性

としてありますので、そこは十分注視していかないといけないと思

っているのと、あと、待機児童等の課題もありますので、そのあた

りもあわせて、しっかりと検討させていただいて、最終的な方向性

を出していかなければいけないと考えております。 

      以上です。 

（福田会長） ありがとうございます。 

      ほか、いかがでしょうか。三角委員、お願いします。 

（三角委員） 私が１つ気になるのが、事務局からのお話の中でも、再三出て

います 2020年度の無償化ということなんですけれども、今、この保

育料の金額を上げていくことによって、どんな形での無償化になる

か、国がどういうふうな予算を立てて、どのような金額がこの市町

村に入ってくるかというのはわからないんですが、保育料を上げて

いくと、それなりにやっぱり市の負担というのも、無償化になった

ときには逆にふえてくるんじゃないかなというふうにも思うんです

が、その辺いかがなんでしょうか。 

（福田会長） 事務局、見通しございますでしょうか、お願いします。 

（西川次長） 国の幼児教育の無償化による市の負担の影響というところにつ

いてですが、現在のところ、先ほど申し上げた報道等の内容を超え

た情報というものは持っておりません。その中で市の負担、法定負

担割合がどうなるかというところだと思うんですけれども、現在、

利用者負担として保護者の方が負担していただく以外の公定価格の

法定負担部分については、国が２分の１、府が４分の１、市が４分

の１という法定割合になっています。それが無償化によりどういう

ふうな割合になるか、負担が増えるのかというところが、今、三角

委員もおっしゃっていただいたところかなと思いますが、これは本

市だけではなくて、すべての市町村がどうような負担となるのかに

ついてはすごく気になっているところです。 

そして、負担はどうなるのかについてですが、あくまで、これは、

今の制度を前提とした場合の想定になりますが、国の幼児教育の無償

化については、３歳児以上が対象と言っており、０から２歳児につい

ては、引き続き、利用者負担の考え方が継続されるのではないかと考

えています。所得階層の低い方は、無償化にするとの話も出たりして

おりますが、無償化になっても、まだ、保護者負担については残るた
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め、今の構造は継続されるのではないかなと考えています。よって、

利用者負担額の部分が無償化されるということであれば、その部分に

ついても今の国の法定負担が適用されるのではないか、そうなれば、

国が２分の１、府が４分の１、市が４分の１という負担割合になるの

ではないかというふうには考えています。でも、これはあくまで今の

制度がそのまま適用された場合のことですので、よろしくお願いいた

します。以上です。 

（福田会長） ありがとうございます。 

      それでは、樫本委員、お願いします。 

（樫本委員） 前回、区分のことと、それからもう１つ、待機児童解消に向け

てというお話が出ていたと思うんですけれども、私のほうではやは

り自分の気持ちの中では、やはり使われる利用者の満足度というの

をすごく、やはり前のも一緒ですけれども、こだわっています。そ

の辺で待機児童を解消しました。でも、その待機児童がよく聞くの

が、遠いところとか、離れたところとか、自分の希望じゃないとこ

ろに預けないといけないとか、それからきょうだいがいた場合には、

１つはここで、駅の遠くに離れたところにとかいうあたりでの待機

児童解消と、それからやっぱり保護者の満足度がどうなのかという

意味で、この金額等も含めて、今後の茨木市として利用される方が

満足いくような、そういう施設的なものとか、それから３歳児は比

較的幼稚園のほうとか、いろいろなところがあると思うんですけれ

ども、０から３歳までのところがなかなか働くお母さんとかお父さ

んは大変ということもお聞きしますので、その辺の満足度とか、今

後の方向性なんかを教えていただければと思います。 

（福田会長） ありがとうございます。利用者の満足度、とりわけ待機児童で

すよね、どうなっているかということかと思います。事務局、お願

いします。 

（西川次長） 待機児童対策については、子ども・子育て支援事業計画及び待

機児童解消保育所等整備計画を策定しまして、計画的に保育に必要

な受け入れ体制の確保に努めています。今年度４月におきましては

58人、前年度の 147人から 58人まで減少させていただくことはでき

ましたが、依然として 58人の方は待機児童としておられるという状

況ですし、今、委員おっしゃっていただいたように、きょうだいで

別々の保育所に通っておられるという課題についても十分、認識い

たしております。よって、満足度という部分については、まだまだ、

対応していかなければいけないというふうに考えておるところでは



 20 

ございますが、まずは、年度当初の待機児童ゼロを目指しておりま

すので、そこを実現させていただいた後、満足度の部分について、

引き続き取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 

      それと今後の方向性ですが、国が無償化に向けて動き出していま

すが、市町村によっては独自で無償化を実施されているところもあ

りますので、その前例から予測しますと、無償化されると、利用者

申し込みは増加する傾向が見られますので、そうなると保育の受け

入れ体制の確保、その部分について改めてどうしていくかというこ

とが、新たな課題になると認識しておりまして、その部分について

どうしていくのか検討しなければならないと考えておる状況でござ

います。 

      以上です。 

（福田会長） ありがとうございます。 

      ほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

      井元委員。 

（井元副会長） 階層区分のことについてお伺いいたします。 

      検討くださったんですけれども、条例や規則に従うというところ

を前提とすると、なかなか難しい。細分化すると 75％のラインの関

係で難しいというような話でした。そうしますと、これは実際には、

今後の課題というのは、どのくらい今後の課題になるんでしょうか。

この審議会のパブリックコメントはこの次ですよね、その中ではち

ょっと時間的には無理ということなのかどうなのかということです。 

      なぜ、ちょっとここに私が前回からこだわるかといいますと、無

償化が一方で進んでいるんですけれども、０・１・２歳については、

もちろん無償化ではない。結局ここが一番負担の額としては大きい

んですよね、保護者の負担の額としては。大きい金額をやっぱり階

層によってぼんぼんと違うので、少しこのあたりが階層区分が細分

化されると不公平感というのもなくなるのかなというふうな思いも

ありまして、ここの検討がどうなのかなというのが気になっている

ところです。よろしくお願いいたします。 

（福田会長） 事務局、お願いします。 

（西川次長） 現在の利用者負担額考え方は国基準の 75％ということで条例に

定めておりますが、実質的に 70％程度となっており、その課題を解

消したい、適正化したいとのことで、その適正化案についてご審議

いただいております。階層区分についてですが、現状において細分

化した場合、新たな課題として、考え方についても、しっかりと検
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討する必要があるのではないかなと思っておりますので、今のとこ

ろ、最終的にどういう形で示させていただくというか、どのような

形になるか、まだはっきり申し上げることが出来ることはできませ

ん。ただ、現在に考え方で階層の段差の課題を解消するということ

であれば、階層区分によって減免であるとか、補正係数を掛けるで

あるとか、そういう方法があるのではないかなと思っており、引き

続き、検討してまいりたいと考えております。よろしくお願いしま

す。 

（福田会長） ありがとうございます。 

      ほか、よろしいでしょうか。委員の皆さん、いかがでしょうか。

最初の事務局のほうから示していただきました経過措置期間を１年

程度設けたいという形で、事務局が提案してくれていますけれども、

この点についての評価はいかがでしょうか。 

      原田委員、どうぞ。 

（原田委員） 先ほどおっしゃったように、無償化がもし早くて平成 31年４月

ということでしたですね、先ほどのご説明で。平成 30年の９月から

ある意味で元に戻してということになるということですね。という

ことは、約半年間はわからないという事務の中で、４月以降で、ま

ずはいわゆる値上げという部分での事務整理があって、９月に向け

てやって、まずそこで半年間に向けての事務整理があってというの

は、絶対に当然上げなければいけない必要な経費だなと思うんです

けれども、ちょっと悩ましい。最大で１年６カ月だというとこら辺

で、先ほど３歳のは 0.5 にして云々というご説明をいただいたんで

すけれども、そこら辺の、僕ちょっとわからないんですが、事務見

通しといったら変ですけれども、本当に事務に係るいろんないわゆ

る会費というのはどんなんか私、知らないんですけれども、会費で

振込票があるんですか、わからないんですけど、そんなんの印刷か

ら云々から何かわからないんですけれども、そこら辺って、済みま

せん、全然あれなんですが、悩ましいですよねというだけの思いな

んですけれども。何とも刻みが半年というのは、半年って長いよう

で本当に短いような中で、それに向けての準備というのはすごい大

変な事務量だろうなという中で、こんなん審議会で言う意見ではな

いかもわかりませんが、ちょっとそこら辺って何かイメージされて

おられますか。何というご質問をしてしまうんだろうというふうに

思いますが、済みません。 

（福田会長） そうですね、国の動きをにらみながら、ここで我々が議論して
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いることを考えた場合、なかなか悩ましいなというところもあろう

かと思いますが、そこらについては事務局的にはいかがでしょうか。 

（西川次長） 今、委員おっしゃっていただいたように、利用者負担額を改定

するということになりますと、現在、使用しているシステム改修が

必要になってまいりますし、納付書等の様式等は変わりませんが、

ほかの部分をどう改修していくか。階層区分を仮に変えた場合、そ

の改修作業がスムーズにいくのかなど、これは内部的な事務作業の

話になりますが、そういう部分の課題としてはあると考えておりま

す。 

      それとあと、無償化でも、国において認可外の施設はどうするの

かというところも議論されていますし、そうなった場合、国・府・

市の負担はどうなるのか、市の負担もあるのかなど、さまざまな疑

問点がまだある状態で情報が流れてきているという状況ですので、、

これらの情報について注視をしながら、見守っているところです。

よって、半年で変更した後に、また、半年でまた無償化になるとい

う可能性はゼロではないというふうには考えておりますので、そこ

の部分も含め、適切な対応となるよう、できるようには考えていか

ないといけないと思っておりますので、しっかり、国の動向に注視

してまいりたいと考えております。 

      以上です。 

（福田会長） ありがとうございます。 

      ほか、いかがでしょうか。 

      よろしいでしょうか。我々、市長から諮問を受けてやっていくと。

その大前提が条例に沿ってやっていくという形にまずは戻したいと

いうことで、その後に多分この無償化の話というのが降ってわいた

といっていいと思いますけれども、そういう状況ですので、こちら

での議論は、それはちょっと脇に置いて、まずはしっかり議会で決

めてある条例に基づいた制度の運用ができるような形をどうやって

つくっていくのか。またその中で利用者の負担というものが実際ふ

えてくるということが明らかですので、そこをどういった形で緩和

していくのかということも考えながら議論を進めていければという

ふうに思います。ありがとうございます。 

      よろしいでしょうか。 

      それでは、本日の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

利用者負担額の適正化（案）についての審議は、これで終わらせて

いただきたいと思います。 
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      次に、次第の４、意見聴取等「特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業の利用者負担額以外の費用について」です。実費徴収金、

上乗せ徴収金、延長保育料、その他の基本利用者負担額以外の費用

について、意見聴取、または意見交換を行いたいと思います。 

      まずは、事務局から資料の説明をお願いいたします。 

（西田係長） 保育幼稚園事業課の西田と申します。よろしくお願いします。

座らせていただいて説明させていただきます。 

      第１回目の本審議会におきまして、延長保育料等については、そ

れぞれ各園で設定できるため、ばらつきがある現状であり、そのあ

たりが課題であるとお話しさせていただきました。本日は、その部

分をもう少し詳細に説明させていただき、委員の皆様から忌憚のな

い意見をいただければと考えております。 

      それでは、資料４をご覧ください。特定教育・保育施設及び特定

地域型保育事業の利用者負担額以外の費用について、説明させてい

ただきます。 

      まず、利用者負担額以外の費用なんですけれども、これは延長保

育料、上乗せ徴収金、実費徴収金という３つがあります。 

      まずは、延長保育料から説明いたします。資料の１ページ目をご

覧ください。 

      保育所等からの保育の提供時間は、保護者の要件により、保育標

準時間認定と保育短時間認定の２種類に分かれます。保育標準時間

認定の児童は 11時間、保育短時間認定の児童は８時間が最大の利用

時間となり、やむを得ない理由により、利用時間帯以外の時間にお

いて受けた保育のことを延長保育といいます。 

      下の図をご覧ください。公立保育所を例といたしまして、延長保

育の時間を載せております。公立保育所の開所時間は７時から 19時

までとなっております。保育標準時間の利用可能時間は、７時半か

ら 18時半となるため、延長保育時間は７時から７時半、18時半から

19 時までとなります。同じように短時間認定の場合は、利用時間が

８時半から 16時半となるため、延長保育時間は７時から８時半、16

時半から 19時となります。 

      図の下の丸印をご覧ください。延長保育の時間及び利用料につい

ては、各施設において設定することができます。公立施設は、茨木

市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関す

る条例第５条で規定しておるんですけれども、利用開始までに利用

者に説明及び同意が必要となります。私立保育所等につきましては、
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茨木市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例第５条に規定されている重要事項の説明と同様に、

利用者に説明及び同意が必要となります。 

      続きまして、２ページ目をご覧ください。延長保育料の公立・私

立の施設の状況をご説明いたします。 

      まず、公立施設の状況です。茨木市の公立保育所、公立認定こど

も園での延長保育時間は７時から７時半、18時半から 19時までとな

っており、金額は 30分当たり日額（１回単位の利用）は 300円、月

額は 2,500 円となります。北摂各市の状況は、日額の最高額は池田

市の 400 円、最低額は、豊中市、摂津市の 100 円となります。月額

の最高額は、箕面市の 3,910 円、最低額は摂津市の 1,600 円となり

ます。 

      続きまして、私立の状況です。延長保育時間は、７時から７時半、

18 時半から 19 時、18 時から 19 時、18 時から 20 時、18 時から 21

時までのように、各施設独自で設定されております。金額につきま

して、保育所、認定こども園、小規模保育施設等の３つの施設類型

ごとに比較させていただきます。金額の設定基準が各施設違うため、

18時半から 19時まで利用した場合での金額で比較しております。日

額（１回単位の利用）は、保育所では 300 円に設定している施設が

７施設と一番多く、最高額は 30分 1,000円となります。認定こども

園におきましても300円と設定している施設が、12施設と一番多く、

最高額は 1,000円となります。小規模保育事業所等も同様に、300円

が 13施設と一番多く、最高額は 1,000円となります。月額につきま

しては、保育所は 2,500 円が６施設と一番多く、最高額は 5,000 円

となります。認定こども園につきましては、設定なしという施設が

８施設と一番多く、最高額は 5,000 円となります。小規模保育事業

所等につきましては、2,500 円と設定なしがどちらも９施設と多く、

最高額は 2,500円となります。 

      続きまして、３ページ目をお開きください。次は、上乗せ徴収金

です。 

      上乗せ徴収金とは、茨木市特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の運営に関する基準を定める条例第 13条第３項及び第５項に

定められており、英語や水泳など、特定教育・保育の質の向上を図

る上で、特に必要であると認められる費用のことで、右下の負担の

イメージを見ていただければわかりやすいんですけれども、国が定

めた法定価格を上回るスイミングなどの講師料等を特定教育・保育
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費用基準額公定価格との差額に相当する金額の範囲内で設定する額

を保護者から受けることができるという金額になります。 

      金額並びに支払いを求める理由については、書面によって説明が

必要で、同意については文書による同意が必要となっております。 

      公立保育所、公立認定こども園では、スイミングや英会話などは

行っていないため、上乗せ徴収金は発生しておりません。私立保育

所の実例は以下のとおりとなっており、スイミング、英語教室、体

操指導料などをとられているのが挙げられます。 

      続きまして、４ページ目をご覧ください。実費徴収金についてで

す。 

      実費徴収金とは、日用品、文房具など必要な物品の購入に要する

必要などのことで茨木市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業の運営に関する基準を定める条例第 13条第４項に５つの費用が規

定されています。これは、この下についている（１）から（５）に

なるんですけれども、１つずつ説明させていただきます。 

      １つ目なんですけれども、日用品、文房具など必要な物品の購入

に要する費用です。 

      ２つ目が特定教育・保育等に係る行事への参加に要する費用で、

遠足のバス代等が挙げられます。 

      ３つ目が食事の提供に要する費用で、主食費用等が挙げられます。 

      ４つ目は、特定教育・保育施設に通う際に提供される便宜に要す

る費用で、こちらが通園バス代等が挙げられます。 

      ５つ目、最後になるんですけれども、特定教育・保育施設の利用

において、通常必要とされるものにかかる費用であって、支給認定

保護者に負担させることが適当と認められるものという、この５つ

になります。 

      金額並びに支払いを求める理由については、先ほどと同じように

書面によって説明する必要がありますが、こちらの実費徴収金に関

しては、文書による同意は必要ありません。 

      各施設の例を挙げさせていただきたいんですけれども、公立保育

所、公立認定こども園で徴収している実費徴収金は、主食費用、制

服（認定こども園のみ）、日用品、文房具、保険代、遠足バス代等に

なります。 

      私立保育所、認定こども園、小規模保育事業所、事業所内保育事

業所の徴収している実費徴収金は、主食費用、制服、日用品、文房

具、教材費、布団リース等の費用、通園バス代、保険、遠足バス代
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となります。 

      各施設、私立に関しましては、各施設実費徴収金はいろいろなも

のを取られているため、多くの施設が取られている費用である主食

費用と制服費用について、公立、私立ともに比較し、説明させてい

ただきます。 

      ５ページをお開きください。 

      まずは、主食費用です。主食費用とは、食事の提供に要する費用

で、３歳児以上から徴収します。公立の主食費用は、月額で 1,000

円となります。北摂各市の状況なんですけれども、最高額が高槻市

の 1,300 円、最低額が吹田市の 800 円となります。私立の状況です

が、保育所は、月額 1,000 円と設定している施設が６施設と一番多

く、最高額は 2,000 円になります。認定こども園につきましては、

月額 1,500 円と設定している施設が９施設と一番多く、最高額は

2,060円になります。主食費用なんですけれども、歳児によって金額

を変えておられる施設もあることから、５歳児の金額で比較してお

ります。 

      続きまして、６ページをお開きください。 

      次に、制服等の費用です。公立施設の状況なんですけれども、保

育所に関しましては、カラー帽子のみ徴収しており、垂れなしが 570

円、垂れつきが 890 円となります。認定こども園では、カラー帽子

と制服の費用を徴収しており、カラー帽子に関しましては、垂れな

しが 450円、垂れつきが 800円となります。制服は、上着、ズボン、

半そで、トレシャツ、長袖のトレシャツ、冬帽子、夏帽子、かばん

等になるんですけれども、こちら合計しまして、１万 3,320 円を徴

収しております。 

      私立の状況なんですけれども、カラー帽子に関しましては、保育

所ではカラー帽子がある施設が 10施設、ない施設が５施設、金額に

関しましては、500円から 1,000円の間で徴収しております。認定こ

ども園では、ある施設が 18施設、ない施設が８施設、金額は 500円

から 1,080 円となります。小規模保育事業所等では、ある施設が 10

施設、ない施設が９施設、金額は、500 円から 1,030 円となります。

制服に関しましては、保育所では、ある施設が２施設、ない施設が

13 施設、金額は、夏の制服が 4,700 円、冬の制服が１万 1,750 円か

ら２万 5,450 円となります。認定こども園に関しましては、ある施

設が 15施設、ない施設が 11施設、金額は夏服が 2,600円から 7,750

円、冬服が 8,130 円から２万 7,990 円となります。小規模保育事業
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所等では、制服を設定している施設はありません。 

      続きまして、体操服なんですけれども、保育所ではある施設が５

施設、ない施設が 10 施設、金額は 800 円から 4,150 円となります。

認定こども園では、ある施設が 21施設、ない施設が５施設で金額は

2,300円から２万 7,930円となります。小規模保育事業所では、ある

施設が４施設、ない施設が 15施設で、金額は 3,000円から 5,500円

の間で徴収しております。 

      なお、認定こども園の体操服の最高額２万 7,930 円につきまして

は、体操服３着分と上着を含めた金額を徴収されている施設となる

ため、制服と変わらない金額というふうになると考えております。 

      以上が、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負

担額以外の費用の状況となります。 

      以上です。 

（福田会長） ありがとうございます。 

      では、ただいまの事務局の説明及び資料内容につきまして、何か

質問等ございませんでしょうか。 

      よろしいでしょうか。 

      それでは、これまでの説明を踏まえて、各委員の意見をお伺いし

たいと思います。事務局が説明していただきました３点、延長保育、

上乗せ徴収金、それから実費徴収金の部分になろうかと思いますけ

れども、委員の皆さん、いかがでしょうか。 

      井元委員。 

（井元副会長） 詳細に報告いただきまして、ありがとうございました。一番

最後のページの実費徴収金のところで、制服とか、体操服とか、カ

ラー帽子のこの辺の負担額なんですが、これはやはり園によって、

所得に応じて軽減措置があったりとか、何かそのような工夫はされ

ているのでしょうか。それとも、これは所得に関係なく一律に徴収

という形にされているんでしょうか。 

（福田会長） 事務局、お願いします。 

（西田係長） 所得に応じてというわけでなく、一律で徴収されているかと思

います。 

（福田会長） ありがとうございます。 

（井元副会長） そうしましたら、保育料が無料のような世帯も、一応制服代

は負担しているというふうな理解ですね。 

（西田係長） はい。 

（井元副会長） ありがとうございます。 



 28 

（福田会長） ほか、いかがでしょうか。 

      今井委員。 

（今井委員） 詳細な説明をいただきましてありがとうございました。実費徴

収の部分で、私立の場合、制服とか主食費用とか、いろいろばらつ

きがあるというところはちょっといたし方ないところもあるのかな

と思うんですけれども、保育料という意味でいくと、市としてかか

わってくるというところでいくと、延長保育の部分というのは、例

えばそこだけでも公立と私立とで例えば将来的に一律にできるとか、

そういった方向性というのは考えておられないのでしょうか。園に

よって、いろいろ人件費とか、いろいろ違うというのはわかるんで

すけれども、勤務している側、働いている側からすると、保育料は

収入に応じてというところでわかるんですけれども、延長保育は、

いってみたら保育料なので、勤務時間、それから通勤時間とかによ

ってというのもあるんですけれども、園によって、それから公立の

保育所によってというところで、保育料だけでもかかってくる金額

がちょっと違ってきてしまうので、そこについては、今後どういう

形で、もしそういう考えがあるようであれば、方向性も含めてちょ

っといただきたいなと思います。 

（福田会長） 事務局、お願いします。 

（西田係長） おっしゃられるように、延長保育利用料に関しましては、各施

設ばらばらな設定はされておりまして、負担が保護者の施設別に変

わってくるというような状況でございます。ただ、施設によって人

件費等が変わって、各施設違いますので、そこを統一してというの

は、なかなかすぐには、ちょっと難しいのかなというふうには考え

ているところです。 

      以上です。 

（福田会長） ありがとうございます。なかなか統一するのは難しいかなとい

うところかと思います。 

      ほか、いかがでしょうか。 

      この延長保育の料金が結構ばらばらに見てくるという大きな要因

というのは、人件費というふうに考えてよろしいんですか。 

（西田係長） そうですね、各施設によって変わってくるかと思うんですけれ

ども、大きく占めるのは人件費かとは思います。 

（福田会長） ありがとうございます。 

      ほか、いかがでしょうか。 

      もしご存じでしたら教えてほしいんですけれども、延長保育、人
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件費かなということなんですけれども、１カ所無料のところもある

んですね。これは何でしょう。どういった形でこうなるのかなと、

把握されていることはありますか。 

（西田係長） この無料施設、１施設あるのは確認はしておるんですけれども、

延長保育料、人件費、各施設利用料が違うんですが、市から補助金

というのは、補助は支払って運営しているところです。補助金を支

払う１つの要件としまして、平均的な利用人数というのが必要なと

ころになってきますので、そこが利用料を取られていたんですけれ

ども、そのときに、平均利用人数が補助をもらう要件に達しないと

いう部分がございましたので、補助をもらうために利用料を無料に

して、補助をもらうためにというのと、保護者のためという２つの

意味合いで無料にされているのかと考えております。 

（福田会長） ありがとうございます。 

      お願いします。 

（西田係長） 延長保育料なんですけれども、１つちょっと説明が漏れていた

わけじゃないんですが、1,000円の施設が保育所２施設、認定こども

園５施設、小規模保育所２施設、１回の利用が 1,000 円という結構

高額な利用にはなるんですけれども、各施設いろいろ考え方を持た

れているところでして、こちらの施設に関しましては、月額の利用

料は 2,500 円という、公立と同じ金額を設定されておりまして、単

発の利用というよりも、月額のほうに誘導されているかなという考

え方を持たれて運営されていると考えております。 

（福田会長） ありがとうございます。 

      樫本委員。 

（樫本委員） 余りよくわかっていないんですけれども、２ページのところに

18時から 20時と、18時から 21時という私立施設の延長保育の時間

が出ていると思うんですけれども、今、そういうお子さんを持つ父

母の方たちが大阪まで出て帰ってこられたら、なかなか戻ってでき

ない場合もあるし、他施設に預けられたりしていると思うんです。

こういう 20 時や 21 時まで延長保育されているところが何施設かあ

るのかということと、公立に行かせたいなと思いつつ、その後の保

育、ここだけを利用するということはなかなかできないですよね。

そういう意味で、何施設ぐらいあって、そういう条件的なものが満

たされてはるのかと、ちょっと自分の仕事をしてきた関係上、すご

く気になるので教えてください。 

（福田会長） 事務局、お願いします。 
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（西田係長） 20時までやられている園、21時までやられている園、２つ、こ

の２種類のこの時間帯をやられている園があるんですが、20 時まで

やられている園が４施設、21 時までやられている園が３施設になり

ます。 

（樫本委員） 遅くてもこの値段は余り変わらないんですか。 

（西田係長） この時間帯によって、各施設ばらばらに設定されているので、

遅くなると少し金額が上がっていたかと、それで人件費もやっぱり

夜遅くなると上がりますので、その辺は踏まえて設定はされている

のかなと考えております。 

（福田会長） ありがとうございます。 

      ほか、いかがですか。原田委員。 

（原田委員） 私も本当に細かいことをわかっていないんですけれども、今、

延長保育の、この日額というのは、私、本当にわからなくて、これ

はどのタイミングでどうやって申し込めるんですかという、素朴な、

済みません。月額というのは、当然あれですけれども、どれぐらい

で申し込みをして、どんな感じに、保護者にとって便利なシステム

なのか、ちょっと教えてください。 

（西田係長） 私立の状況はちょっとこちらで把握をしておりませんので、公

立の状況から。公立に関しましては、その日、利用される方という

のを把握しているところだと思います。６時半から７時の間が延長

保育になるんですけれども、来られたときに、単発の利用の方は、

利用の申請書みたいなのを書いていただいて、それで把握している

ところです。利用料の徴収に関しましては、１カ月単位で、保育料

と一緒に徴収させていただいている、口座振替を利用できるような

形で徴収はさせていただいているところです。 

      以上です。 

（原田委員） 確認ですけれども、朝、子どもたちを預けるときに、きょう延

長しますと言えるということですか、そういうことですね。 

（西田係長） 基本は、事前には言っていただくような形になるんですけれど

も、万が一おくれられたりというのも対応はしているところかとは

思っております。 

（原田委員） 結果、電話で迎えに行く予定が無理だったのでという当然連絡

をしないと、そういう意味ではすごく融通がきくという形のやり方

なんですね。 

（福田会長） ありがとうございます。 

      原田委員。 
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（原田委員） これちょっとずれるかもわかりませんけれども、すごくやっぱ

りお仕事をされてて、子どもを預けてというのは、すごくやっぱり

いい意味で子どもが安心していてくれるから、親も本当にしっかり

頑張ってお仕事できると思いますので、そういう意味では本当に大

事な施設やなというか、働かざるを得ないといったら変ですけれど

も、やっぱり働かないと生活できないという場合に、本当、子ども

をどうしようかと、うちも子どもがおって、孫が保育所に行ってい

るんですけれども、違う市ですが、本当にそれはすごく助かるシス

テムで。 

      ちょっとあれなんですけれども、茨木ってそれ以外の保護者が心

配なことは、熱を出したり云々で休まないといけないじゃないです

か、子どもたちって。そういうときって保護者はやっぱり仕事をな

かなか休むというのは、なかなか厳しいような気がするんですが、

茨木はそんなんは、ちょっといいですか、こんなんは。ちょっとこ

れと直接関係ないんですけれども、ちょっとその条件としてね、茨

木ってどれだけ保護者にとっていいのかというので。済みません。 

（西田係長） 茨木市で病児保育施設というのが２カ所運営させていただいて

おりまして、済生会茨木病院さんと、篠永医院さんで２カ所やらせ

ていただいております。そこに事前に、前日に診察の予約をしてい

ただいて、かかりつけ医で診察していただいて、当日入室前の診察

というような条件はあるんですが、利用はできるような状況となっ

ております。 

（福田会長） ありがとうございます。 

      ほか、いかがですか。よろしいでしょうか。延長保育について、

今ちょっと中心に議論いただきましたけれども、ほか、上乗せ徴収

金、それから実費徴収金についてもご議論いただければと思います

が、いかがでしょうか。 

      今井委員、どうぞ。 

（今井委員） 私立の保育園に例えば入園するというふうになったときに、今

までのパターンは大体私立、公立関係なくですけれども、最初に自

分の希望、自分の子どもが行きたい希望を入れていって、最終的に

第１希望、第２希望に行きましたとか、第３希望に行きましたとな

りますね。そのときに、保護者のほうから、やっぱり最初に目安と

して、やはり保育料のところだけしかちょっとやっぱりどうしても

わからないもので、結果的に一応申請する前に一通り、ある程度は

調べたり、ある程度は見学しに行ったりとかはできるけれども、そ
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もそもそこに入れるかどうかもわからないので、そんなに細かく、

特にこんな制服であるとか、いろんな実費とか、主食のね、いろん

なそういったもろもろの費用というのはほとんどわからない状態で

申請するのが一般的だと思うんですね。実際入園が決まってから、

やったあと思って喜びますけれども、でも実態は、やはりこれだけ

制服１つとっても大分開きがあるというか。 

      さらに、収入には関係なく一律で多分この金額をとられていると

ころがほとんどだと思うので、もしそこまでかかわることができる

のであれば、例えば市として、この人は例えばこの保育園にとかい

うようなときでもいいですし、申請でもいいんですけれども、例え

ば最低でも実費でこれぐらい初年度にかかりますよというようなも

のを例えば示してあげると、利用する側からすると、選択肢の中の

やっぱり大きな１つとして、お金のことはどうしても大切なところ

なので、ある程度そういうのがわかった上で、じゃあ、第１希望を

ここに書こうかなとかあるかもしれないと思うんですね、もしかし

たら。そういったところを気にされない保護者の方もいらっしゃる

かもしれないですけれども、特にやはり母子家庭であるとか、やっ

ぱりいろんな意味でその世帯、いろんな経済的な状況っていろいろ

違ってくるかと思うので、そういったところも、ある程度、初年度

の費用はこれぐらいですというのがわかるようなものを最初に１つ

の資料というか、選ぶときの材料として、今までは多分園の名前と

規模であるとか、住所であるとかぐらい。あとわかるのは、全体の

収入に応じての保育料ですよというところぐらいだと思うんですけ

れども、何かしらそういうのがわかるような形であれば、より親切

かなと。特にこれから値上げだというところを今、やっぱりどうし

てもかかわってくるところだと思うので、そういったところも、も

し考えていただけるようであればいいかなと思うんですけれども。 

（福田会長） 事務局、お願いします。 

（西田係長） そうですね、そういった各施設でばらつきがございますので、

まず入所案内、一斉受付のときも、随時もそうなんですけれども、

そちらにも書かせていただきますし、窓口に来られた方にもご案内

するのは、まず各施設利用料以外の実費徴収とか、そういう費用が

違うということはご説明させていただいています。各施設に見学は

行ってくださいというような、行って話を聞いてくださいというご

案内もさせていただいています。それと、金額を市が把握していな

いというのもあれですので、ホームページで保育所情報という形で、
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ある程度の延長保育料とか、制服代とか、実費で取られている分の

大まかというか、金額は載せさせていただいて、各施設１つずつＰ

ＤＦで保育所情報というのはつけさせていただいて、そちらもご覧

くださいというような形で、ご案内すると、そのコピーしたものを

窓口に置かせていただいてご覧いただけるような形でご案内はさせ

ていただいているところです。 

      以上です。 

（福田会長） ありがとうございます。 

      ほか、いかがでしょうか。 

      今、茨木市は申し込むときって、第何希望まで書けるんですか。 

（西田係長） 希望は幾つでも書いていただいても構いません。ただ、送り迎

えが、毎日送迎がありますので、保護者の方が送迎が可能な範囲で

お書きくださいというようなご案内はさせていただいているところ

です。 

（福田会長） 今、見学に行くべきやなというのは、よくわかるんですけれど

も、何カ所行ったらいいのかなと。つまり第何希望ぐらいまでで決

まるんやみたいな目安があればいいかなみたいな気がしてまして、

一番困るのはミスマッチだと思うんですよ。思っていたのと違った

とか。例えば、ここでいくと、いろんなお金がかかったりとか、上

乗せ徴収金があったりとかというのが、むしろそれがいいと思って

行かれる方にとってはすごくプラスだと思うんですけれども、いろ

いろ所得の関係や考え方もいろいろあって、それだと難しいなと。

できれば公立の保育所に入れたいなと思った場合に、茨木市の公立

保育所は数が限られていますよね。そういった中で考えるときに、

なるべく公立に近いタイプの私立の保育所に入れたいと思ったとき

に、どこまで見ていったら、私自身も実際保育所を選ぶ段になった

ときに、どこまで見学していたら当たるんやろうみたいな、ないし

は待機期間みたいなところも考えていくんだと思うんですけれども、

市として大体何カ所ぐらいですか。今聞くと何か幾つでも書けます

よということなんですけれども。 

（西田係長） その年度によって、申し込まれる方も違いますし、お申し込み

される方の保育要件、保育の必要性というのも変わってきますので、

幾つまでというのも特に申し上げにくいのかなというところです。

保護者の方が書かれているのは、３つ書かれている方、５つ書かれ

ている方、７つ書かれている方、いろいろな方がいらっしゃるので、

それでその中でどのぐらいの園を見に行かれているかというのもち
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ょっと聞いたことがないというか、そこまでは把握はしてないとこ

ろです。 

      ただ、第１希望、第２希望、第３希望という上位の希望のところ

は見に行かれている方が多いのかなとは考えているところです。 

（福田会長） ありがとうございます。 

      市にもよるんだなというのがよくわかりましたけれども、私が住

んでいるところだったら第３希望まで書けたんです。第３希望で３

つ目に当たったときにはすごい悲しかったんですけれども、今の話

でいくと、３どころじゃないんだろうなというのがあったときに、

多分、茨木市の割と中心部に住んでいると、通える保育所、結構あ

るのかなとなったときに、それこそ見に行く保育所も、これはえら

い大変やなというのがあるので、ちょっとまだ、それこそ費用負担

の話と大分離れてきますけれども、茨木市の保育って充実している

なというときに、ある程度基準というか、何か見ていけば、自分の

好みの保育所とかがわかる。何かあるんですよね、そういう一覧表

みたいな。 

（西田係長） 保育所情報、先ほどホームページに載せさせていただいている

ものの中に、保育の理念であるとかいうのも書かせていただいてい

ますので、そちらをご覧いただければ、ある程度は、ご理解という

か、その園の雰囲気がわかったりするのと、あと私立保育園とか、

認定こども園さん、ホームページを持たれている園さんもございま

すので、そちらを見ていただく。 

（福田会長） 市が把握している情報の中には、この延長保育、実費徴収金、

上乗せ徴収金については明示されているということですか。 

（西田係長） そうですね、明示はしているかと考えております。 

（福田会長） ありがとうございます。 

      井元委員。 

（井元副会長） ３ページのスイミングなどの上乗せ徴収金のことについて、

お伺いいたします。 

      これ、私自身ちょっとよくわからないんですけれども、自分自身

の子どもは公立で育ったので、茨木市ではございませんが。このよ

うなスイミング等々は、一応保育時間内に行われているという前提

でよろしいんでしょうか。それで専門の先生を呼んでくるので、保

育料以外にプラスで、保護者が負担しているという理解でよろしい

んでしょうか。 

（西田係長） 保育時間内にやられているかと思います。専門の先生を呼んで
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こられたり、スイミングに関しては、プール、そのスイミングスク

ールにバスで連れていったりというのをやられている園さんもある

かと思います。 

（井元副会長） 園を離れるということも、保育時間内だけどあると。 

（西田係長） はい。 

（井元副会長） わかりました。これ、内容を拝見しますと、何か、本来、私

も保育者養成にかかっていますので、お絵かきだとか、体育だとか、

鼓笛隊も音楽も、基本的に保育者が技術として持っているものなの

で、安易にこういう教室、どこかの先生を呼んできて、プラスアル

ファでとるようなことになってはしないかなというふうに。スイミ

ングとか、非常に専門性があるというのはわかるんですけれども、

本来、そこの保育者がやるべきことを少し安易にしていないかなと

いうのが少し心配にはなったんです。保育時間内でしたら、これを

利用できない子どもたちはどうしているのかというのもありますし、

そこは普通の保育で、何か同じ保育時間内に特別な料金を払って、

特別なことをやっている子がいるというのも、少しどんな風景かな

というのが少し疑問に思いましたので、教えていただければと思い

ます。 

（福田会長） 事務局、お願いします。 

（西田係長） 各園さんで考え方というのが、保育の考え方が違いますので、

一概に申し上げにくいかとは思いますけれども、基本的に任意とい

うか、強制的なこういうスイミングとかというのではないのかなと

考えております。そうしますと、やられない方というのが別でやら

れる方と別で保育をされているというような現状はあるかと思いま

すけれども、そこはちょっと各園さんに聞いてみないと、そこまで

ちょっと把握していないところですので。 

（福田会長） ありがとうございます。 

      ほか、よろしいでしょうか。 

      これ、済みません、事務局、上乗せ徴収金なんですけれども、保

育時間内に行われるということなんですけれども、これ、必ずここ

に書いてある習い事のようなものをそこの保育所に通っている限り、

払って受けるというのが原則なのか、それとも希望制みたいな形に

なっているのか、それともどっちもがあるのか、何か把握されてい

ることはありますか。 

（西田係長） 基本的には、希望制かとは考えております。 

（福田会長） ありがとうございます。 
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      ほか、よろしいですか。今井委員。 

（今井委員） 済みません、この上乗せ徴収金の私立保育所等の実例というの

は、これはとある保育園という意味ですか。それとも幾つかの私立

の保育園、保育所とかのあれですか。 

（西田係長） 幾つかの施設になります。 

（今井委員） 幾つかの施設で、こういう感じでありましたということ。 

（西田係長） 実例を挙げさせていただいているので、これが１つのというわ

けじゃなくて、幾つかの施設で行われているというふうな形になり

ます。 

（今井委員） 保育時間内でされているのか、それ以外のところなのかという

ところまでは、そこまで細かく把握されておられないということで

すね。 

（西田係長） そうですね、基本的に保育時間内でやられているかとは。上乗

せ徴収金になりますので、保育時間内でやられている。 

（今井委員） 時間内にはということですけれども、そこが例えば全員なのか、

ほぼ全員なのか、例えば任意というか、希望というふうに言うけれ

ども、ほぼ全員なのか、それか本当に希望なのか、習い事みたいな

感じの感覚で申し込まれるような園もあるでしょうし、もしくは、

これは保育の中のカリキュラムの１つなので、これを取り入れてい

ますと、これが特色なのでというところで、それをうたっておられ

るような私立の保育園とかであれば、当然そこは必ず全員が多分入

ることになると思うので、そこまで細かいところまでは把握されて

おられないんですよね、多分。 

（西田係長） 基本的に、この金額、上にも書かせてもらっているとおり、金

額並び支払いを求める理由について、書面によって説明していただ

いて、同意を文書でとる必要がございますので、やられる方という

のは同意されている方になると思いますし、全ての実例に関しては、

任意とか、参加、希望制になるかと思いますので、全員が全員やら

れているというわけではないかと思います。ただ、やられている度

合いですね、任意といいながら全体でやられている場合もございま

すし、本当に習い事という形で一部の方のみやられている園さんも

ございます。そこは施設の考え方によって、ばらばらにはなってく

るのかなと思います。 

（福田会長） ありがとうございます。 

      これ、済みません、三角先生、これね、スイミング、結構挙がっ

てくるんですけれども、スイミングが挙がってくる割合というのは、
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茨木市は割合高いと考えてもいいんですか。それとも、他市と比べ

てもこの程度ぐらいはスイミング入ってくるかなというふうな見立

てでいいですか。 

（三角委員） 私も幾つかの園でスイミングをされていたり、実際にバスに乗

って行ってるところも知ってはいるんですけれども、それが今現在、

４０カ園ある私立の保育園、認定こども園の中でどれぐらいの割合

がスイミングを取り入れているのかというのは、私もちょっと把握

はできていないんですけれども。 

      それから、先ほど今井委員さんがおっしゃられました、こういう

特別保育というんですけれども、スイミングであったり、体育、運

動遊びであったり、鼓隊であったり、英語教室であったりというふ

うなところも、事務局がおっしゃられましたように、本当に任意で

やられているところもありますし、保育の一環として、うちの園で

はこういうふうな取り組みをしています、だから同意してください

というふうな形で持っていっている園もあると思います。ですので、

園全体で取り組む保育の中の一環としての特別保育というふうな形

をとられている園も多々あるとは思います。 

（福田会長） どうもありがとうございます。 

      何となく上乗せ徴収金にかかわる保育の中身みたいなのがイメー

ジが大分ついてきたかなというふうに思いますけれども、これにつ

いてよろしいですかね。 

      ありがとうございます。 

      最後、実費徴収金の件ですね、制服等々というところになろうか

と思いますけれども、こちらについてはいかがでしょうか。一応先

ほどの上乗せ徴収金については、文書による同意が必要ということ

なんですけれども、こちらについては、同意必要なしということで、

徴収されるというものになります。 

      これ、済みません、５ページの主食費なんですけれども、割と 1,000

円のところが多くて、多いところでは 2,000 円ということになって

くると、単純に倍ということになりますけれども、これは何でしょ

うか、これも人件費というふうに考えていいのか、それとも何かち

ょっとイメージがわかないんですけれども、何でこれが変わってく

るのかなみたいな、何かわかることがあれば。 

（西田係長） 主食費用というのがお米とかパンとかにかかるお金になるんで

すけれども、そこのお米のお金だったり、パンのお金だったりとい

う金額になるので、どういうものを園で取り入れられているかによ
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って、金額が変わってくるのかなというところになります。公立に

関しては 1,000 円という徴収金額でやらせていただいているところ

です。 

（福田会長） 単純に食材の質ということですかね。 

（西田係長） ごめんなさい、それともう１つ、なしの施設が１施設あるんで

すけれども、こちらの施設に関しましては、お米を持参という形に

されているところですので。そういう施設もございます。 

（福田会長） なるほど。勉強になります。ありがとうございます。 

      樫本委員。 

（樫本委員） これは月から金、毎日なんでしょうか。それとも保育所によっ

ては、公立は月から金なのか、私立なんかは３回は何とかで、２回

はお弁当とかそんな感じではなくて、もう毎日なんですか。 

（西田係長） 保育所に関しましては毎日のことになります。 

（樫本委員） 私立もですね。 

（西田係長） 私立もです。 

（福田会長） ありがとうございます。 

      今井委員。 

（今井委員） 主食費用の公立が 1,000 円で、私立のほうが最高で 2,000 円と

いうところですけれども、以前、ちょっと聞いたことがあって、公

立は公立でメニューもきちんと統一されていて、食材をまとめて買

っているので 1,000 円でいけるんですと。私立はなかなか 1,000 円

では、いろんな台所事情が違ってできないんですと。なので、公立

のメニューと私立のメニューで考えたときに、同じようなものをつ

くろうと思ったら、公立では例えば 1,000 円でできるけれども、正

直なところ、私立だと 1,000 円ではいけないんですと。だから同じ

メニュー、例えば公立と同じぐらいのレベルに合わせるのであれば、

私立は 1,000 円以上はかかるというような認識を持ってくださいみ

たいな話を聞いたことがあるんですが、そういった意味で私立なの

で倍の 2,000 円は必要ですよと。それをどうしても 1,500 円なり、

1,300円なり、それこそ公立と同じ 1,000円にするのであれば、それ

は私立にとってはちょっと残念なことに、メニューの質を若干落と

すようなことになりかねないですと。例えばカレーのお肉がお肉じ

ゃなくなってひき肉になるとか、お肉じゃなくなって野菜だけにな

るとかいうのを聞いたことがあるんですけれども、済みません、台

所事情なんですけれども、実際そういうところで、私が純粋に人件

費だけかなと最初思っていたんですけれども、そうじゃないという
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ような事情も聞くんですけれども、実際そういうものなんでしょう

か、済みません。 

（福田会長） 事務局、お願いします。 

（西田係長） 主食費用に関しましては、お米とパンとか、そういう主食費の

みになります。おかずとかいうのは、公定価格の中に含まれた金額

になりますので、別で考えていただいたほうがいいのかなと思いま

す。主食費用に関しましては、私立の園さんがどういうふうな形で

設定されているかというのは、こちらも把握はしていないところで

すので、その辺は各施設によってばらばらで考えられているのかな

というところかと思います。 

（福田会長） 三角委員、お願いします。 

（三角委員） 全てがそういうふうな形になっているかわからないんですが、

本当に給食材料費というのは、各施設、本当にばらばらで、私のと

ころの園も大変苦労しております。町なかに近い園さんというのは、

お店もたくさんあって、いろんなところから取り入れられて、いろ

んな業者を並べて、どこが安いというふうなことが比べられるんで

すけれども、まちから少し離れた園なんかになりますと、配達をし

てくれる業者を探すのがまず大変。これはお米に限らず、野菜、お

肉全てなんですけれども、そういうところを探すのが本当に大変で、

給食のレベルが公立よりは落ちている、劣っているというふうに思

っている私立の園はないとは思います。その辺は安心していただい

たらいいんじゃないかなというふうに思うんですが、私のところも

公立には負けないようなメニューでやっているつもりでございます

ので、本当に主食費のほうもいろんな各園さんで入れているお米の

質なんかもあるのかもしれないんですけれども、ここでしか配達し

てくれないんやという状況になると、そのお店との交渉だけになっ

てしまうので、だからその辺ですごくしんどいところも出てくるか

もしれないですね。 

（福田会長） ありがとうございます。 

（今井委員） 主食費用でというふうに、私もそういう認識をしていたんです

けれども、たまたま公立から民営化に移るところに限っては、そん

なようなコメントもちょっといただいたこともあるので、なかなか

ちょっと難しい事情もありましてということだったので、イメージ

的には、私立のほうが給食は結構豪華なんじゃないかなというふう

に思っている保護者の方、私も含めて多いんですけれども、中には、

そういったいろんな今の諸事情が多分いろいろおありかと思うので、
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主食費用とはいえども、いろんなところでお金はやはりどうしても

かかってくるところはあると思うので、多分そういった地域差とい

うか、多分そういうところなんですよね。ありがとうございました。 

（福田会長） ありがとうございます。 

      ほか、よろしいですか。原田委員。 

（原田委員） 私立というのは、きっとそれぞれ特色を持ってされているとい

うところで、それを魅力を感じて、公立じゃなくて初めから私立と

いうところの保護者もおられると思うんですけれども、先ほどの話

の確認みたいなものなんですが、実はこれだけ本当に基本的な保育

料以外に金額がかかるというのは、本当に絶対に外してはいけない

情報やなと思いますので、そこら辺の情報提供というところは、本

当に、先ほどホームページとかおっしゃいましたけれども、みんな

は絶対それをすぐというんじゃなくて、本当にそれを手に入れやす

い状況というか、それはやはりしっかりしたほうがいいんじゃない

かなと。いざ、ふたをあけて、こんな要るんだったら本当に生活自

体が厳しいとなると、基本的な部分が危ないんじゃないかなと思い

ます。 

      それと、ちょっとわからないんですけれども、私立の保育園は、

きっとそれなりに経営をしながら、やはりきちっとした運営をしな

がら質のいい保育ということで実際されていると思うんですけれど

も、逆に言えば、公立のほうは行政という形で、ある意味でブレー

キをかけるというんでしょうか、税金で賄って云々という、何らか

のあれがあると思うんですけれども、私立のほうは、当然一つの営

業という形で、お仕事でもされておられますので、その金額設定と

か云々というのは、行政が入れない部分があるんだろうと思いなが

らも、できたらやはり一定の金額というのは、いい良好な状態でし

てあげるようにお願いをするのか、きっと強制はできないと思うん

ですけれどもね。やっぱりそういう働きかけというのは、大事にし

ないと。というのは、私、ちょっと素朴に、私立って結構定員いっ

ぱい余っているのかなと思ったら、実は当然いっぱいなんですよね。

私立も入れて待機児童というのは、ああ、そうなんだなと思ったん

ですけれども、つまり公立とか云々に入れられなければ、言葉は悪

いですけれども、入れざるを得ない状態になったときに、やっぱり

ふたをあけたらこれだけかかるといっても、それはしない限り絶対

仕事に行けないとなると、もうそこしか道がないとなると、逃げら

れない状態なので、そこはやはり何らかの形で少しでもというとこ
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ら辺は配慮が必要かなと。済みません、ちょっと意見だけです。 

（福田会長） ありがとうございます。 

      多分、その問題、必ず起こってくることなんだと思うんですよね。

積極的に選んで、実費徴収、上乗せ徴収かかってきますよというこ

とであればいいんですけれども、今の待機児童の問題からいくと、

不本意ながら入れるところに預けるしかないという保護者が一定い

るというのが多分現状だと思うんですよね。そういった中で、これ

については、行政はノータッチなんですよと。それは各園独自でや

っていますのでというのは、理屈としてはそうなんでしょうけれど

も、何で払わなあかんの、だって選んだでしょと多分言われるわけ

ですよね。でも保護者からすると、いやいや、ここ第１希望ちゃい

ますねんとは、なかなか口には言えないなというところもありなが

ら、何かそこらをどう見ていくのかなと。 

      多分、今回出していただいた資料ですよね、しっかり市の情報等

にも載せてあるということですので、多分そこを見ていくと、かな

りどういうふうな形で、実費徴収かかるかとか、習い事をやってい

るかとかいうのがわかりながら、それは多分、一定私立の保育所が

質を上げていく、多分切磋琢磨していくんだろうなと。一つの多分

横を見ながら、どこも比較検討しながら進めていくところがあるで

しょうから、そういったところを考えていただきたいというところ

と、やはり最初に、原田委員もおっしゃったように、なかなか不本

意ながらというところもあろうかなと思いますので、できるだけ必

要以上な実費徴収がかかっていないかというところもチェックでき

るような形になるといいのかなというふうに思ってはおります。 

      ほか、よろしいでしょうか。 

      事務局、どうぞ。 

（村上保育幼稚園事業課長） 先ほどからご意見いただいております実費徴収、

上乗せ徴収のこの見えない部分のアナウンスの仕方につきましては、

やはりホームページだけでなく、窓口に来られる方にも丁寧な形で

アナウンスしていきたいと考えておりますので、またその方法等に

ついては、今後も検討させていただきたいと思っております。 

（福田会長） ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。 

      それでは、どうでしょう、議論については、ここまでとさせてい

ただいてもよろしいでしょうか。 

      ありがとうございました。 

      それでは、次第に沿いまして、その他ということになってまいり
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ます。ここにつきましては、私のほうから今後、答申（案）を作成

していくということになります。 

      資料１「茨木市特定教育・保育施設利用者負担額等審議会の今後

のスケジュール」について記載されておりますとおり、次回、第５

回審議会では、答申（案）について議論いただく予定となっており

ます。答申（案）につきましては、これまでの審議をもとに、私、

会長と副会長の井元委員、そして事務局で検討させていただきまし

て、次回、第５回審議会でそれをお示しし、議論いただくという形

で進めさせていただきたいと考えております。委員の皆様、その進

め方でよろしいでしょうか。 

〔「はい」の声あり〕 

（福田会長） ありがとうございます。 

      それでは、次回、答申（案）をお示しいたしますので、よろしく

お願いいたします。 

      ほか、何かございますでしょうか。 

      よろしければ、事務局から報告等ありましたらお願いいたします。 

（中路課長代理） では、今後のスケジュールについて、申し上げます。 

      資料１をご覧願います。 

      今後の開催予定については、第５回審議会を来年１月 23日火曜日

18 時 30 分から、第６回審議会を１月 25 日木曜日 18 時 30 分から予

定しております。 

      第５回審議会においては、先ほどご承認いただきましたとおり、

福田会長、井元副会長及び事務局にて答申（案）を作成し、お示し

いたしますので、これについてご審議いただき、第６回審議会にお

いて答申をいただきたいと考えております。 

      なお、「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担

額の適正化（案）」及び「学童保育室利用料（案）」について、今回

お示しした修正内容等も含め、12 月７日から 12 月 28 日の間にパブ

リックコメントを実施するとともに、次回、集約したものをお示し

したいと考えております。 

      続きまして、会議録について申し上げます。 

      本日の会議録につきましては、速やかに作成し、後日、委員の皆

様にお送りさせていただきたいと考えております。また、第１回審

議会冒頭でご承認いただきましたとおり、情報ルームにおきまして

一般公開するとともに、保育幼稚園総務課のホームページにおきま

しても掲載してまいりますので、よろしくお願いします。 
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      以上です。 

（福田会長） ありがとうございました。 

      それでは、以上をもちまして、第４回茨木市特定教育・保育施設

利用者負担額等審議会を閉会いたします。 

      どうもありがとうございました。 

 

 

 

―了― 

 


